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仕事や生活に困っていらっしゃる方は、まずはご相談ください。

一人ひとりの状況に合わせて様々な支援を行います。

※「住居確保給付金の支給」については、一定の資産・収入に関する要件を満たしている方が対象です。

※「就労準備支援事業」については、一定の資産・収入に関する対象者の要件がありますが、自治体が本事業に

よる支援が必要であると認める方なども対象としています。

※これらの事業のほか、関係機関などと連携し、適切な支援機関につなぐこともあります。

相談から支援までの流れ（相談無料・秘密厳守）

まずは地域の
相談窓口へ

各地域の窓口で相談

ができます。生活の困

りごとや不安を支援員

にお話しください。

家計の「見える化」を支援員が一緒に行い、

立て直しのアドバイスを行うことで早期の

生活再生を支援します。

（家計改善支援事業）

家計の立て直しのための支援

就労に向けた支援自立に向けた相談支援

離職などにより住まいを失った方、または失うおそ

れが高い方に、就職活動を条件に、一定期間、家賃相

当額を支給します。また、家計の改善のために転居が

必要な場合には転居費用の支援も行います。

                       （住居確保給付金）

住居確保給付金

相談者の方の希望を

尊重しながら、目標や

支援内容を支援員が

一緒に考え、あなただ

けの支援プランを作り

ます。

あなただけの
プランを作ります

支援プランを元に、必

要な事業やサービスに

おつなぎします。状況

を相談員が定期的に

確認し、場合によって

はプランを見直します。

支援の結果、自立に向

けた目標を達成すると

支援は終了です。その

後は、必要に応じて支

援員によるフォロー

アップが行われます。

1 3 4支援決定・
サービス提供

2
自立し
安定した生活へ

「働くことに不安がある」、「他の人とコミュニケー

ションがうまくとれない」など、すぐに一般就労が

難しい方に、就労体験の機会などを提供します。

（就労準備支援事業）

生活の困りごとや不安を支援員がお聞きします。

どのような支援が必要か一緒に考え、寄り添いな

がら自立に向けた支援を行います。

（自立相談支援事業）

ひきこもりに関する相談・支援

生活の困りごとや不安を支援員がお聞きします。どのような支援が必要か一緒に考え、寄り添いながら

自立に向けた支援を行います。また、当事者を対象とした「フリースペース」の提供やご家族を対象とし

た「家族のつどい」なども実施します。 （ひきこもりサポート事業）

太宰府市にお住いの方で、生活にお困りの方は、下記にご相談ください。
太宰府市生活支援課生活支援係（平日午前８時３０分〜午後５時）
〒818-01980 福岡県太宰府市観世音寺一丁目１番１号
電話：092-921-2121（内線300） FAX：092-921-1601
Mail：l-support＠city.dazaifu.lg.jp
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